
識
説
の
個
人
我
に
対
す
る
普
遍
我
た
る
点
に
特
徴
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
内
容
が
、
相
統
の
弁
証
法
、
即
ち
無
爲
の
綴
起
説
に
裏
づ
け
ら
れ
て

ゐ
る
点
に
特
色
を
認
む
く
き
で
あ
る
。

第
三
、
最
初
期
の
如
來
微
思
想
‐
即
ち
如
來
藏
経
、
不
堀
不
滅
経
、
勝

り

窒
経
等
は
未
潅
剛
提
成
仏
を
明
言
し
な
い
か
ら
ど
れ
を
理
仏
性
と
限
定
す

る
と
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
へ
ぼ
唯
識
説
の
莊
巌
経
諭
は
、
如
來
蔵
大

我
を
説
き
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
言
ふ
が
、
無
仏
性
の
実
在
を
認
め
る
の

は
理
仏
性
の
立
場
と
解
さ
れ
る
。
法
相
宗
の
仏
性
諭
は
と
江
を
出
で
な
い

が
、
仏
性
論
、
場
伽
経
、
祇
論
宗
の
一
乘
思
想
は
行
性
仏
を
含
む
。
楡
伽

宗
租
の
書
中
、
戒
法
門
、
一
代
五
時
鶏
図
（
日
蓮
上
人
全
集
巻
三
の
二

八
八
八
頁
）
、
渦
家
功
徳
御
書
等
に
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
経
典
に
勢
至
菩
薩

経
が
あ
る
。
今
経
ば
ど
の
訳
経
録
に
も
な
く
、
入
唐
求
法
の
人
為
に
よ
っ

て
將
來
さ
れ
た
一
切
の
凝
諭
の
名
目
を
網
繩
し
た
昭
和
法
宝
総
目
録
や
西

藏
大
蔵
経
目
錐
に
も
発
見
す
る
と
と
が
出
來
な
い
。
從
而
今
経
の
翻
訳
者

年
時
、
場
処
、
巻
数
等
全
く
不
明
で
あ
る
。
翻
っ
て
は
日
蓮
上
人
御
書
の

多
く
の
評
釈
書
の
中
で
、
今
経
に
実
説
し
て
ゐ
る
の
は
録
外
徴
考
で
あ
る

勢
至
菩
薩
經
に
就
い
て

中
村
瑞
隆

’

口
巻
下
に
、
此
謹
考
ふ
く
し
と
記
し
叉
、
法
然
上
人
の
彌
陀
本
願
義
疏
の
奥

に
此
文
を
戯
す
。
但
し
法
然
の
所
引
に
非
ず
、
後
人
の
書
入
れ
。
と
指
示

し
て
ゐ
る
。
法
然
上
人
全
集
（
明
治
四
十
四
年
版
二
五
八
頁
〕
に
は
義

疏
と
共
に
眞
傭
未
決
の
部
に
收
め
て
ゐ
る
。
と
の
義
疏
は
元
笠
置
貸
慶
の

請
に
よ
っ
て
、
法
然
上
人
が
彌
陀
の
本
願
に
就
い
て
惣
別
の
二
を
分
ち
、

惣
は
四
弘
誓
願
別
は
四
十
八
願
と
分
科
説
明
し
た
も
の
で
あ
あ
が
、
義
疏

の
末
尾
に
建
暦
元
年
二
月
初
八
日
、
沙
門
源
室
よ
り
彌
勒
菩
薩
御
壇
前
へ

と
あ
り
、
貞
慶
か
●
ら
の
祁
炊
に
は
、
沙
門
貞
慶
よ
り
勢
至
菩
薩
御
前
室
へ

と
記
し
、
互
に
勢
至
彌
勒
の
尊
称
を
以
て
し
、
附
識
上
法
然
上
人
の
親
撰

と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
果
し
て
佛
書
解
読
辞
典
第
十
巻
に
は
義
疏
に
就
い

て
、
内
容
蕊
旨
、
文
蕊
の
蕪
維
等
よ
り
推
度
し
て
暗
に
傭
撰
で
あ
る
浜
」
と

が
首
肯
さ
れ
る
。
と
述
べ
て
ゐ
る
。
今
涯
は
法
然
の
偶
撰
で
あ
る
と
そ
の

旬

論
の
五
姓
各
別
は
行
騨
催
の
立
場
で
あ
る
が
、
そ
の
学
説
は
邇
三
乘
と
称

さ
れ
る
か
ら
、
理
に
約
し
て
は
一
乘
で
あ
る
し
』
見
る
と
と
む
出
来
る
。
理

證
。
．
・
溺
と
し
て
種
娃
の
差
別
を
否
定
す
る
と
と
は
堅
曽
閻
罵
増
置
憲
昌
§
や

脚
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
世
親
の
藍
華
経
諭
は
天
台
、
法
相
の
争
論
を
壷

ぬ
が
れ
な
い
が
、
当
面
の
説
相
は
、
理
佛
に
約
し
て
の
一
乘
で
あ
っ
て
、

三
乘
の
修
行
の
差
別
を
認
め
て
ゐ
る
。
か
く
諸
説
が
存
す
る
が
、
完
全
な

一
乗
思
想
は
理
の
一
乘
佛
性
が
行
佛
性
の
佑
含
を
持
つ
場
合
で
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
。
と
の
判
定
の
基
準
は
浬
梁
経
か
與
へ
た
の
で
あ
っ
て
と
れ
は

特
筆
さ
る
べ
き
と
と
で
あ
る
。

I
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1

町

｛
一

彌
陀
本
願
義
疏
の
奥
に
あ
る
今
経
建
衆
生
有
二
五
過
一
則
生
二
悪
這
一
。

を
説
く
二
○
六
字
の
短
経
で
あ
る
。
初
め
に
、
五
過
者
不
淨
説
法
、
出
家

擬
俗
一
無
智
受
信
施
、
以
二
平
形
念
珠
一
念
佛
、
超
二
越
次
第
一
。
の
五
過
を

あ
げ
、
次
に
流
過
を
細
釈
し
て
ゐ
る
。
戒
法
門
、
一
代
五
時
鶏
図
は
五
渦

中
以
二
李
形
念
珠
一
念
佛
と
超
越
次
第
を
。
出
家
功
徳
御
書
は
出
家
還
俗
を

引
用
し
て
ゐ
る
。
以
二
李
形
念
珠
一
念
佛
に
就
い
て
今
経
は
、
是
外
道
弟
子

非
我
弟
子
、
佛
子
我
遺
弟
必
可
レ
用
二
円
形
一
。
と
細
釈
し
て
ゐ
る
。
戒
法

門
は
ど
の
細
釈
を
引
用
し
、
平
形
の
念
珠
を
禁
止
す
る
理
由
と
し
て
、
念

珠
を
く
る
に
平
数
珠
を
禁
し
め
た
る
と
と
諸
経
に
多
く
候
。
…
：
．
一
遍
の

念
佛
に
十
の
珠
を
く
り
、
乃
至
一
万
逓
を
ぱ
十
万
遜
と
申
す
、
こ
れ
念
珠

方
の
権
威
着
に
よ
っ
て
断
定
せ
ら
れ
で
ゐ
る
義
疏
の
奥
に
掲
載
さ
れ
て
ゐ

る
が
、
微
考
か
、
法
然
の
所
引
に
非
ず
、
と
指
摘
し
て
ゐ
る
の
ば
本
願
義

疏
と
今
経
と
の
関
係
が
振
可
峡
的
必
然
性
を
持
つ
も
の
で
ほ
な
く
、
蕊
疏

の
奥
に
罰
独
に
付
加
さ
れ
て
ゐ
る
点
か
ら
論
断
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

御
書
中
戒
法
門
、
出
家
功
徳
御
書
、
一
代
五
時
鶏
図
は
錐
外
に
編
せ
ら

れ
、
録
外
老
女
、
日
蓮
聖
人
全
集
編
者
に
よ
れ
ぽ
前
二
者
は
爽
傭
未
決
、

後
者
は
按
有
二
後
人
署
損
一
鍬
と
記
し
て
ゐ
る
。
以
上
の
三
御
書
が
如
何
な

る
理
由
に
よ
り
真
侭
を
疑
は
れ
、
後
人
の
加
筆
あ
り
と
せ
ら
れ
た
か
不
明

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
経
錐
等
に
も
な
い
今
経
を
引
用
し
て
ゐ
る
三
御
雷
が

眞
傭
を
疑
惑
覗
さ
れ
て
ゐ
る
処
に
何
か
問
題
を
提
供
し
て
ゐ
る
様
に
考
へ

乙
・

の
薄
く
平
き
故
な
り
。
と
述
べ
て
ゐ
る
。
数
珠
は
晴
唐
巳
後
か
ら
称
名
記

数
の
具
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
念
佛
に
十
の
珠
を
く
る

如
き
は
当
初
の
意
を
失
ふ
と
と
に
な
る
か
ら
、
輝
く
率
い
珠
を
禁
し
め
だ

』
も
の
で
》
の
ら
う
◎

同
倒
書
に
、
平
念
珠
を
以
っ
て
康
事
を
す
れ
ば
三
千
大
千
界
の
人
の
食

を
恋
ふ
罪
な
り
。
と
あ
り
、
熊
事
と
は
何
を
指
す
が
明
白
で
な
い
け
れ
ど

も
、
恐
ら
く
一
念
佛
に
十
の
珠
を
く
る
と
言
ふ
と
と
を
指
す
も
の
と
考
へ

ら
れ
る
が
、
更
に
鎌
倉
時
代
に
新
に
勃
興
し
た
修
駿
這
に
於
て
扁
平
角
形

の
珠
の
伊
奈
多
加
念
珠
を
用
ひ
て
大
小
の
斬
願
し
、
平
念
珠
を
摺
っ
て
イ

ラ
タ
ヵ
な
る
一
音
を
立
て
る
と
と
を
忌
み
嫌
ふ
等
の
種
餐
の
事
楕
が
ら
平
形

の
念
珠
を
用
ふ
る
と
と
を
五
過
の
一
と
し
た
も
の
と
恩
は
れ
る
。
超
越
次

第
に
就
い
て
は
、
因
二
妄
語
之
罪
一
必
堕
二
地
獄
一
。
と
細
釈
し
、
次
に
出
家

還
俗
に
就
い
て
は
、
其
科
過
一
五
逆
一
。
設
利
下
益
焼
二
恒
沙
堂
一
人
上
不
し
可
し

利
一
還
俗
人
一
・
・
と
細
釈
し
て
ゐ
る
。
選
俗
に
関
す
る
記
事
は
大
莊
巌
謹
論

第
六
、
大
宝
積
経
八
十
八
に
も
見
え
る
処
で
あ
る
が
、
還
俗
が
五
通
罪
の

一
と
し
て
取
扱
は
れ
る
に
至
っ
た
の
は
大
薩
遮
尼
乾
子
所
間
経
第
四
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
五
逆
と
は
一
塔
寺
経
像
の
破
壊
、
二
大
乘
法
の

誹
誘
へ
三
沙
門
の
還
俗
、
四
五
通
の
一
業
を
造
る
、
五
十
不
善
業
を
行
ず

で
あ
る
が
、
害
父
母
、
殺
阿
羅
漢
和
合
僧
、
綱
佛
身
血
を
三
乘
邇
説
の

五
逆
と
言
ふ
に
対
し
、
大
乘
不
共
の
五
逆
と
言
は
れ
一
」
ゐ
る
。
と
の
沙
門

還
俗
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
沙
門
が
他
か
ら
張
制
さ
れ
た
場
合
の
還
俗
で
、

張
制
者
の
五
逆
造
業
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
勢
至
菩
薩
経
は
広
く
多
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発
的
意
味
を
も
っ
て
ゐ
る
。
出
家
功
憾
御
書
に
は
多
発
的
還
俗
者
に
対
す

る
経
証
と
し
て
引
用
し
て
ゐ
る
。
考
文
は
、
高
祀
一
弟
子
欲
三
獺
堕
捨
二
出

家
一
故
雷
誠
し
之
。
旧
言
二
三
位
日
心
一
、
未
二
必
然
一
実
。
と
述
べ
て
ゐ
る
。

三
位
房
に
限
ら
ず
多
発
的
還
俗
に
対
す
る
警
策
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
ら
う
。
次
に
今
経
の
不
淨
説
法
の
細
釈
は
経
全
体
の
半
分
を
費
し
て
ゐ

る
が
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
飲
酒
し
て
一
夜
を
過
ぎ
ず
、
揺
の
後
淨
水
に
浴
さ

ず
し
て
道
場
に
入
る
と
と
等
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
が
不
浄
説
法
は
佛
藏

経
淨
法
品
や
優
婆
塞
戒
経
第
一
雇
読
く
処
で
あ
っ
て
、
そ
の
内
容
は
教
法

の
理
趣
を
理
解
せ
ず
し
て
説
法
す
る
と
と
、
私
養
を
求
む
る
篤
の
説
法
を

意
味
し
て
ゐ
ろ
か
ら
今
経
は
不
淨
説
法
に
新
な
丙
容
を
與
へ
て
ゐ
る
と
と

を
知
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
無
智
受
信
施
に
就
い
て
は
羅
刹
吸
二
生
気
一
獄

卒
悩
レ
静
。
と
細
釈
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
等
に
よ
っ
て
見
れ
ば
今
経
の
五
過

は
從
來
の
読
く
全
く
異
り
、
最
も
堕
落
し
た
教
界
に
あ
り
得
た
事
態
に
対

し
縦
し
い
批
判
と
警
告
を
時
代
的
に
考
案
し
た
も
の
と
老
へ
ら
れ
る
。
五

逆
の
問
題
に
対
し
て
相
当
神
経
質
な
淨
土
宗
、
眞
宗
に
於
て
（
多
く
を
読

む
べ
き
で
あ
っ
た
が
）
日
蓮
上
人
と
同
時
代
或
は
次
代
の
良
忠
の
選
択
集

伝
弘
決
疑
抄
第
四
や
存
覚
の
教
行
信
証
六
要
抄
第
五
に
は
從
來
の
単
の
五

逆
複
の
五
逆
（
大
乘
不
共
〕
を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
今
経
の
五
過
に
対
し
て

は
引
用
実
説
す
る
処
が
な
い
。
五
逆
の
変
遜
を
時
代
的
に
見
れ
ば
出
佛
身

血
等
の
五
逆
は
在
世
、
正
法
的
、
塔
寺
破
壊
等
の
大
乘
不
共
の
五
逆
は
像

法
的
で
あ
り
、
今
経
の
五
過
は
末
法
的
臭
味
が
あ
る
と
考
へ
る
の
は
者
へ

過
ぎ
で
あ
ら
う
か
。

一
函
｝

胴
上
、
今
経
は
ど
の
経
錐
に
も
曾
へ
て
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
昭

和
法
室
目
録
、
西
藏
奄
経
目
錐
に
も
な
い
経
典
で
あ
る
こ
と
、
五
逆
の
内

容
が
從
來
の
説
と
異
り
末
法
的
現
実
性
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
我
国
で

除
り
早
く
な
い
時
期
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
法
然
上
人
の
偶
撰
と

せ
ら
れ
る
本
願
義
疏
の
奥
に
唐
突
に
附
加
せ
ら
が
且
つ
後
人
の
書
入
れ
か

と
言
は
れ
て
ゐ
る
点
、
日
蓮
上
人
同
時
代
、
次
代
の
人
鳧
の
著
作
に
今
経

の
五
過
に
は
論
及
し
て
ゐ
な
い
点
か
ら
甚
だ
大
雑
把
で
は
あ
る
が
鎌
倉
中

期
か
ら
室
町
初
期
、
そ
の
当
時
の
教
界
の
素
乱
に
痛
憤
し
、
法
然
上
人
に

傾
注
し
た
人
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
考
へ
る
。
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